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1997. 5     憲法施行50周年を機に超党派の「憲法調査
委員会設置推進議連」結成（中山太郎会長）

1999. 8       「国会法改正」公布

2000. 1     衆・参両院に「憲法調査会」設置

  【衆議院憲法調査会における議論の経過】
  〃  . 2～5 日本国憲法の制定経緯

  〃 . 5   戦後の主な違憲判決

  〃 . 9～  21世紀の日本のあるべき姿（総論的調査）
  2001.12

2002. 2～12  個別テーマごとの各論的調査
             以下のテーマに関する調査小委員会を設置

  ①基本的人権の保障、②政治の基本機構のあり方、
  ③国際社会における日本のあり方、④地方自治

2003. 1～   逐条的テーマ別調査
2004. 6 以下のテーマに関する調査小委員会を設置

  ①最高法規としての憲法のあり方、
  ②安全保障及び国際協力等、
  ③基本的人権の保障、
  ④統治機構のあり方

2005. 2.24   締め括りの議論

2005. 4.15   「憲法調査会報告書」

2005.11.22 自由民主党「新憲法草案」

2005.10.31 民主党「憲法提言」

2004. 6   公明党「論点整理」

国    会 政党・その他世の中の動き

鹿野道彦会長代理
中野寛成  〃
仙谷由人  〃
枝野幸男  〃

中山
太郎
会長

調査会
会長

調査会
会長代理

1

調査会
与党筆頭

葉梨信行与党筆頭
 船田元 〃

1989            ベルリンの壁崩壊（冷戦構造の終焉）
1990～1991  湾岸戦争
 1993     55年体制の崩壊

          ⇒８会派による細川連立政権の誕生

「憲法改正国民投票法を速やかに制定すべき」

（１）前史

≪前史①：憲法調査会と「中山ルール」≫



「中山ルール」とは

憲法は政策論議（民主主義）の土俵であり、その土俵づくりとも言うべき
憲法論議には与党も野党もなく、国民のものであるとの認識の下、
（１）憲法論議を政局に絡めず
（２）互譲の精神をもって歩み寄り（「偉大なる妥協」）
（３）少数会派の声も尊重する
というもの。

具体的には、
（１）政局から一定の距離を持つ運営
（２）会長代理制度により、与野党ともに運営に責任
（３）①オブザーバー制度

②発言時間の考慮
などに表れている、と一般には理解されている。

※中野寛成元憲法調査会長代理「与党の度量と野党の良識」
（2007.3.28 衆・憲法調査特別委員会 大阪地方公聴会における意見陳述）

2



2005. 9.22  「衆議院憲法調査特別委員会」設置

 〃 .11. 7～  海外派遣①
11.19 

2006. 5.26  憲法改正国民投票法案提出[自公案、民主案]

 〃 . 6. 1      〃 趣旨説明聴取

 〃 . 7.16～  海外派遣②
7.29

 〃 .10.26～  小委員会〔近藤基彦小委員長〕を設置しての
12.14 条文審査（修正協議）

〃 .12.14    歩み寄り発言（船田理事・枝野理事）

2007. 3.22  公聴会①

 〃 . 3.28 地方公聴会[大阪・新潟]

 〃 . 3.29 「併合修正案」（自公提出）趣旨説明聴取

 〃 . 4. 5 公聴会②

 〃 . 4.12  採決（併合修正）

 〃 . 4.17～  参議院憲法調査特別委員会における審査
 5.11

 〃 . 5.14

 〃 . 8. 7 「憲法審査会」設置するも、始動せず
  （4年3ヶ月）

国    会
特別委
委員長

中山
太郎
委員長

特別委
野党筆頭

枝野幸男
野党筆頭
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≪前史②：憲法調査特別委員会での国民投票法の制定≫

特別委
与党筆頭等

保岡興治
与党筆頭

船田元
理事

2005.11.22 自由民主党「新憲法草案」 （再掲）

2005.10.31 民主党「憲法提言」（再掲）

「憲法改正国民投票法」制定

政 党

2007. 7
参院選

衆参
ねじれ



2011.10   

2013. 7
参院選

2014. 6.13

2012. 4.27 自由民主党「日本国憲法改正草案」

2009. 8
衆院選
政権交代

2014.12
 衆院選

2012.12
 衆院選
政権交代

審査会
会長

大畠章宏
会長

保利耕輔
会長

審査会
会長代理

中谷元
会長代理

武正公一
会長代理
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衆・参の「憲法審査会」始動

➢中山太郎前憲法調査会長より経緯に
  ついてヒアリング
➢自由討議・参考人質疑
    ・憲法各条章の検証（レビュー）

 ⇒「中山調査会報告書」の復習
 ・海外派遣報告や憲法保障を巡る諸問題
 ・憲法改正国民投票法に係る検討課題
                          （いわゆる３つの宿題）

「憲法改正国民投票法改正法（３つの宿題へ

の対応）」制定

「３つの宿題」
①選挙権年齢等の18歳への引下げ
②公務員の政治的行為に係る法整備
③国民投票の対象拡大についての検討

審査会
与党筆頭

小沢鋭仁
与党筆頭

船田元
与党筆頭

国    会

2015.6 公職選挙法改正法(18歳選挙権)成立
2018.6 民法改正法(18歳成人)成立(2022.4施行)
2021.5 少年法改正法(「特定少年」の特例制度の

創設)成立

（２）憲法審査会における憲法論議の経過  

≪第１期：「中山調査会報告書」のレビューと「３つの宿題」への対応≫

政 党



2015. 6. 4    ➢参考人質疑

                   ・参考人の「平和安全法制は違憲」発言
   

2016. 7
参院選

2016.11～

2018. 6～7

2019. 7
参院選

2019.11～

2021. 6.11

2018. 3.26 自由民主党「条文イメージ（たたき台素案）」
 ①自衛隊明記、②緊急事態対応、

  ③合区解消・地方公共団体、④教育充実

2016. 3.24  おおさか維新「憲法改正原案（３項目）」
①教育無償化、②道州制導入をはじめとする統治機構改革、
③憲法裁判所

2020.11.19 立憲民主党「憲法論議の指針」
                       ・安保法制は違憲 ・自衛隊明記に反対 ・臨時会召集要求
                       ・解散権制限 ・知る権利、同性婚・LGBTの人権   など

2018. 7.19   立憲民主党
「憲法に関する考え方～立憲的憲法論議～」

山花郁夫
会長代理

佐藤勉
会長

2017.10
 衆院選

2021.10
 衆院選

審査会
会長

審査会
会長代理

保岡興治
会長

森英介
会長

※ 2016.6～9
鈴木会長代理
※ 2016.6～9
鈴木会長代理

「憲法公布70年を機に」衆・憲法審査会再始動

➢自由討議・参考人質疑（制定経緯、立憲主義、

参政権の保障をめぐる諸問題、新しい人権

など）

「海外派遣報告を機に」衆・憲法審査会再始動

➢自由討議（海外派遣報告、国民投票法など）

➢憲法改正国民投票法改正案（７項目案）審査

「憲法改正国民投票法改正法（７項目案）」制定

2017. 5. 3  安倍総理・総裁改憲発言（読売新聞インタビュー）
   〔①自衛隊明記、②緊急事態対応、③教育充実〕

2020.12. 4  国民民主党「憲法改正に向けた論点整理」
    〔デジタル時代の人権保障・統治機構の再構築など〕

審査会
与党筆頭

船田元
与党筆頭

森英介
与党筆頭

新藤義孝
与党筆頭

中谷元
与党筆頭

国    会

細田博之
会長

（1年5ヶ月停滞）

衆院選後、議論停滞
（2年間で3回のみ）

「７項目案」
提出・趣旨説明

2014. 7. 1    閣議決定（集団的自衛権の一部行使容認）

2015. 5～9 平和安全法制をめぐる与野党の憲法論議

≪第２期：各党の憲法提言の活性化と審査会での憲法論議の停滞≫

政 党  等

・在外投票のシステム改善
・共通投票所の開設
・洋上投票の機会拡充  等

2017.10   （旧）立憲民主党結党

2020. 9     立憲民主党・国民民主党合流

2014.12
 衆院選

武正公一
会長代理※
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2022. 7 参院選

2022.10～12 討議（主に緊急事態条項）

〃 .12. 1    法制局論点整理①「緊急事態に関する論点」

〃 .12. 8    参考人質疑

（ネットCM、ネット社会と憲法〔山本龍彦慶應大教授〕） 

2023. 3～    討議（議員任期延長・参議院の緊急集会、自衛隊明記、

  国民投票法等）

〃 . 5～6  「参議院の緊急集会」・「国民投票」の集中討議

〃 . 5.18   参考人質疑（参議院の緊急集会）

〃 . 6.15   法制局論点整理②「緊急事態に関する論点」

 〃 .10～12 自由討議（主に緊急事態条項）

 〃 .11.30   ネット規制を盛り込んだ検討中の国民投票法改正案

の概要を説明（奥野総一郎委員・中谷一馬委員）

〃 .12.7 総括自由討議

2022. 2～3   討議・参考人質疑（オンライン審議）

〃 . 3. 3 オンライン審議に関する「議論の大勢」を議決

〃 . 3. 8 上記決議を議長に報告 

〃 . 3～4  討議（緊急事態条項）

〃 . 3.31  法制局論点説明（諸外国の緊急事態条項）

〃 . 4        討議･参考人質疑（国民投票法）

〃 . 4 

 〃 . 5        討議（安全保障、地方自治等）

〃 . 6. 2    参考人質疑（国民投票法）

「３項目案」提出(自公維有) ・ 趣旨説明聴取 2022. 6. 8   日本維新の会「憲法改正原案（５項目）」
 ①教育無償化、②道州制導入をはじめとする統治機構改革、
 ③憲法裁判所、④自衛隊明記、⑤緊急事態条項

2022. 6～ 立憲民主党分科会 (有識者ヒアリング・議員間討議)

2023. 5～ 立憲民主党ＷＴ (有識者ヒアリング・議員間討議)

2023. 6.19 日本維新の会・国民民主党・有志の会
「緊急事態条項（国会議員の任期延長その他の
国会機能維持）」

森英介
会長

奥野総一郎
野党筆頭

中川正春
野党筆頭

国    会審査会
会長

審査会
野党筆頭
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⇒ 資料１

⇒ 資料２

審査会
与党筆頭

新藤義孝
与党筆頭

中谷元
与党筆頭

≪第３期以降：毎週開催の定例化（オンライン審議に関する議決・緊急事態条項の論点整理）≫

2022.12.14 国民民主党
                  「緊急事態条項の条文イメージ（たたき台素案）」

政党・その他世の中の動き

2020. 1～    新型コロナウイルス感染症のまん延
 2022. 2.24～   ロシアによるウクライナ侵略

・開票立会人の選任
に係る規定の整備
・投票立会人の選任
要件緩和
・FM放送による広報



2024. 4～6  自由討議（主に緊急事態条項）

           「国民投票」の集中討議

〃 . 6.13 総括的発言

2024. 6.28 衆・憲法審幹事懇（流会）後の５会派
 〔閉会後〕  （自民・公明・維新・国民・有志）意見交換会

中谷元筆頭幹事が、「中谷メモ」（国会
機能維持条項）を配付して発言

詳細化した「国会機能維持条項の骨格案（諸課題付）」
を配付して５会派の幹事・オブで共有

2024. 8. 5 自民党「ＷＴにおける議論の取りまとめ」（議員任期特例）
 2024. 8.30    〃 「ＷＴにおける論点整理」（自衛隊明記・緊急政令）

2024.10
 衆院選

逢󠄀坂誠二
野党筆頭

森英介
会長

国    会審査会
会長

審査会
野党筆頭

枝野幸男
会長

武正公一
野党筆頭

7

審査会
与党筆頭等

船田元
会長代理

中谷元
与党筆頭

政 党
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